
旧 新

用途地域（東京都決定） 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

建蔽率/容積率 ５０％ / １５０％ ６０％ / ２００％

敷地面積の最低限度 ８０㎡ ６０㎡

高さの限度 １０ｍ ー ※３

高度地区（目黒区決定） 第１種高度地区 １７ｍ第２種高度地区 ※３

※１ 防火地域の種別（準防火地域）の変更はございません。 ※２ 日影規制については、東京都日影規制条例に基づき、用途地域の変更に伴って変更となります。
※３ 建築物等の高さについては、別途、地区計画で制限します。

令和５年１２月１８日、東京都及び目黒区が

以下の都市計画決定を行いました。

◆都市計画の種類

・東京都市計画用途地域の変更（東京都決定）

・東京都市計画高度地区の変更（目黒区決定）

◆変更箇所

・目黒区駒場四丁目地内

補助２６号線沿道駒場四丁目地区地区計画に関連した用途地域及び高度地区の変更について
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用途地域
敷地面積の最低限度(㎡)
建蔽率(％)/容積率(％)

高度地区の種別
 絶対高さ制限(ｍ) - 斜線型高さ制限(種)
 ( )の表示は第一種低層住居専用地域内での高さ
 の限度を示す

防火地域の種別 ※１

日影規制時間(①-②/③m)  ※２

①敷地境界線から5mをこえ
10m以下の範囲の規制時間

②敷地境界線から10mをこえる
     範囲の規制時間
 ③測定面
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目黒区世田谷区

補助26号線
（代沢）

道路計画線

沿道20ｍ
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